令和８年６月５日
家庭的保育事業等　運営者　様
岸和田市・泉大津市・貝塚市・和泉市・高石市・忠岡町
広域事業者指導課長
家庭的保育事業等最低基準等状況調査書（事業調書）等の提出について（依頼）
　平素は、本市町の福祉行政にご理解、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、このたび、児童福祉法第34条の17第１項に基づき、小規模保育事業の状況を把握するため標記のとおり依頼します。
つきましては、下記要領に基づき、家庭的保育事業等調書（小規模保育事業A型）並びにそれらに係る添付書類の提出をお願いします。
なお、関係書類様式ファイルは、広域事業者指導課ホームページに掲載しておりますので、そちらからダウンロードして、使用していただきますようお願いします。
記
１．対　　象

岸和田市・泉大津市・貝塚市・和泉市・高石市・忠岡町所管の小規模保育事業A型事業所
２．提出書類、提出形式等
（小規模保育事業A型）
	項目
	書類名称
	提出形式
	提出方法
	備　考

	１
	家庭的保育事業等調書（小規模保育事業A型）
	電子ファイル(エクセル)
	メール
	

	２
	【社会福祉法人】

・令和７年度計算書類（資金収支計算書・
事業活動計算書・貸借対照表）及び注記

・拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））

・拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
	電子ファイル(エクセル)
	メール
	※１

	
	【特定非営利活動法人】

・令和７年度計算書類（活動計算書・貸借対照表）及び注記
	電子ファイル(エクセル)
	メール
	

	
	【その他の法人】
・令和７年度計算書類（貸借対照表・収支計算書又は損益計算書など会計に関する書類）
・企業会計の基準による会計処理を行っている場合は、別紙１の借入金明細書、別紙２の基本財産及びその他の固定資産（有形固定資産）の明細書
	電子ファイル(エクセル)
	メール
	


【　備　考　】
（※１）該当する事由がなく作成していない書類は提出不要です。（カッコ内の様式名称は社会福祉法人会計基準（運用上の取扱い）に基づくものです。）

３．提出期限　　令和８年６月30日
４．作成上の注意事項
（１）　既に広域事業者指導課へ、「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」により令和７年度計算書類及び計算書類の附属明細書を提出頂いている場合、当該計算書類等の提出は必要ありません。
（２）　各書類につきましては原則、Ａ４サイズで作成、提出してくださいますようお願いします。
５．広域事業者指導課ホームページ

＜令和８年度　社会福祉施設最低基準等状況調査書（施設調書）等の提出のお願い＞

http://www.city.kishiwada.osaka.jp/site/kouiki/hoikushochosho.html


＜ 問い合わせ先 ＞


担　当　広域事業者指導課　法人・児童福祉担当


電　話　072-493-6131


E-Mail  jshidou@city.kishiwada.lg.jp








